
公正取引委員会の平成２７年度概算要求について 

 

平成２６年８月２９日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，公正かつ自由な競争による経済の活性化と消費者利益の増進を

図るため，総額１１５億３９百万円（対前年度比２億１７百万円，１．９％増）を要

求することとした。 

このうち，消費税の転嫁拒否等の行為に関する積極的な情報収集のための悉皆的な

書面調査の実施，消費税の転嫁拒否等の行為に対する迅速・厳正な対処など，引き続

き，中小企業が消費税を円滑かつ適正に転嫁しやすい環境整備に万全の対策を講じる

こととし，そのための経費として，２１億４８百万円を要求することとした。 

このほか，優越的地位の濫用行為，下請法違反行為等の中小企業に不当に不利益を

与える行為の取締り強化，平成２５年１２月に成立した独占禁止法改正法により導入

される意見聴取手続の円滑かつ的確な運用等にも重点を置いており，これらの取組の

強化等のため，２０名の増員を要求することとした。 

 

（単位：百万円） 

区   分 

平成 26 年度 

当初予算額 

(A) 

平成 27 年度 

概算要求額 

(B) 

対 前 年 度 

増△減額 

 (B-A) 

１．厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用 ３００ ４２０ １１９

２．中小企業に不当に不利益を与える行為の取

締り強化 

＜うち消費税転嫁対策＞ 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠）

２，１８９

＜２，０３５＞

 

２，３３９ 

＜２，１４８＞ 

（１００） 

１５０

＜１１３＞

３．競争環境の整備 ９９ １２９ ３１

４．競争政策の運営基盤の強化 １７７ １７４ △３

５．その他（既定人件費等） ８，５５７ ８，４７７ △８０

合   計 １１，３２１ １１，５３９ ２１７

注：計数はそれぞれ四捨五入しているため，合計は一致しない。 

 
 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 

         官房総務課（予算関係）    ０３－３５８１－３５７４ 

         官房人事課（定員・機構関係） ０３－３５８１－５４７５ 

 ホームページ  http://www.jftc.go.jp/ 



取組の具体的内容 概算要求額

○ 消費税の転嫁拒否等の行為の監視・是正

違反行為に対して，迅速かつ厳正に対処するため，中小企業等（売
手側）に対する悉皆的な書面調査や大規模小売事業者及び大企業等
（買手側）に対する書面調査を実施し，取締り要員を手当するなど，違
反行為の監視・取締り体制を確保

1,925百万円

（うち悉皆的な書面調査
等関係経費1,359百万円）

○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁のための広報・相談

消費税転嫁対策特別措置法の内容を周知し，違反行為の未然防止
を図るための広報，説明会，移動相談会等を実施するなど，広報・相談
を積極的に実施

188百万円

（うち広報実施経費100百
万円※）

その他 36百万円

消費税転嫁対策に係る概算要求額 2,148百万円

平成２７年度概算要求における消費税転嫁対策の概要

○ 公正取引委員会では，中小企業等に不当に不利益を与える消費税の転嫁拒否等の行

為を未然に防止するとともに，違反行為が認められた場合には迅速・厳正に対処

○ 消費税転嫁対策特別措置法に基づき，違反行為の有無を把握するための悉皆的な書

面調査の実施等，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための各種取組を実施するた

めに必要な経費を計上

※ 「新しい日本のための優先課題推進枠」として要望
注：計数はそれぞれ四捨五入しているため，合計は一致しない。
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